
質問の要旨 回答 
・利用料金について、転換時に値上げしてよいのか。 
・値上げを検討しているが、値上げをした際には、改定後の利用料

金をもとに点数を算出するのか。 ・利用料金の転換時の値上げは、利用者の同意を前提としたうえで

可能としますが、その場合は、値上げ後の金額で選定に係る点数を

算出することとなります。 
・サービス付き高齢者向け住宅からの転換の場合、サービス付き高

齢者向け住宅の整備に係る補助金について返金しなければならな

いのか。 ・本件により採択された場合は、「特定施設入居者生活介護の指定

を受けたサービス付き高齢者向け住宅」となるため、返金の必要は

ありません。（サービス付き高齢者向け住宅の基準を満たしている

ことが前提となります。） 
・定員２６名の住宅型有料老人ホームは申込できるのか。 ・可能です。 
・平成２４年度に開始した事業所を平成２９年度に引き受けた法人

だが、今回応募はできるのか。 ・「事業開始後３年以上が経過していること」の要件は、転換前

の事業所の利用状況等が一定程度安定するために必要な最低限の

期間が３年であるという考え方に基づいております。 
・運営する法人が変わったとしても、利用状況等に大きな変動がな

いことを前提として、本件について応募を可能とします。 
・現時点で要件を満たす事業所を、他のＢ法人から引き受ける予定

があるＡ法人であるが、その場合、Ａ法人から応募はできるのか。 ・開設時にＡ法人がＢ法人から事業所を引き継ぐことが確実であれば、Ａ法人からの応募を可能とします。 
・「法人の財務状況」の採点基準について、「利用料金」や「入居者

の要介護度」のように、詳細な採点方法を開示することはできるか。 ・開示はできかねます。  


